
令和４年度九度山町簡易水道事業特別会計補正予算書（第３号）

伊都郡九度山町　　　



  令和４年度九度山町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,809千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　178,770千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

　歳出予算補正」による。

　（地方債の補正）

第２条　既定の地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

提出

令和４年度　　九度山町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

令和5年3月3日

九度山町長 岡 本 章



第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

　　歳　入 単位：千円 

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

  1. 使用料及び手数料 １８，７５１ ４，２３９ ２２，９９０

  1. 使用料 １８，７１１ ４，２３９ ２２，９５０

  2. 分担金及び負担金 ５０１ ２，４００ ２，９０１

  1. 分担金　 ５００ ２，４００ ２，９００

  4. 繰入金 １１５，３０９ ４，４７０ １１９，７７９

  1. 繰入金 １１５，３０９ ４，４７０ １１９，７７９

  5. 町債 ２２，４００ △１，３００ ２１，１００

  1. 町債 ２２，４００ △１，３００ ２１，１００

歳                 入                 合                 計 １６８，９６１ ９，８０９ １７８，７７０



　　歳　出 単位：千円 

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

  1. 事業費 ９８，４３０ △１，７９１ ９６，６３９

  1. 管理費 ５３，３６４ △１，７９１ ５１，５７３

  3. 予備費 ５００ １１，６００ １２，１００

  1. 予備費 ５００ １１，６００ １２，１００

歳                 出                 合                 計 １６８，９６１ ９，８０９ １７８，７７０



　　変　　　更

第２表　　地方債補正

補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後

限  度  額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 限  度  額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法
千円 千円

公 営 企 業 会 計 適 用 債 5,000

(1) 借入先
    政府、銀行又はそ
　の他
(2) 借入期間
    令和４年度。ただ
  し、事業その他都合
　により起債額の全部
　又は一部を後年度へ
  繰越して起債するこ
  とができる。
(3) 借入方法
    証書借入又は証券
　発行

 5.0％以内

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

  公的資金について
は、その融通条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものとする。
  ただし、町財政の都
合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又
は繰上償還若しくは低
利に借換えすることが
できる。

3,700

(1) 借入先
    政府、銀行又はそ
　の他
(2) 借入期間
    令和４年度。ただ
  し、事業その他都合
　により起債額の全部
　又は一部を後年度へ
  繰越して起債するこ
  とができる。
(3) 借入方法
    証書借入又は証券
　発行

 5.0％以内

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

  公的資金について
は、その融通条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものとする。
  ただし、町財政の都
合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又
は繰上償還若しくは低
利に借換えすることが
できる。

起 債 の 目 的



歳入歳出補正予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 

款 補　正　前　の　額 補　正　額 計

  1. 使用料及び手数料 １８，７５１ ４，２３９ ２２，９９０

  2. 分担金及び負担金 ５０１ ２，４００ ２，９０１

  4. 繰入金 １１５，３０９ ４，４７０ １１９，７７９

  5. 町債 ２２，４００ △１，３００ ２１，１００

歳          入          合          計 １６８，９６１ ９，８０９ １７８，７７０



(歳　出) 単位：千円 

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補　正　前　の　額 補　正　額 計 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ  の  他

  1. 事業費 98,430 △1,791 96,639 △1,300 △491

  3. 予備費 500 11,600 12,100 11,600

歳     出     合     計 168,961 9,809 178,770 △1,300 11,109



２  歳　入

（款）   1. 使用料及び手数料 （項）   1. 使用料 単位：千円

節
目 補 正 前 の 額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 水道使用料 18,711 4,239 22,950   1. 現年度分 4,157 水道使用料増

  2. 過年度分 82 

計 18,711 4,239 22,950 

（款）   2. 分担金及び負担金 （項）   1. 分担金　

  1. 分担金 500 2,400 2,900   1. 加入分担金 2,400 加入分担金増

計 500 2,400 2,900 

（款）   4. 繰入金 （項）   1. 繰入金

  1. 繰入金 115,309 4,470 119,779   1. 繰入金 4,470 一般会計繰入金

　通常分減                                       　△6,431

　水道使用料減免分減                               　△699

　公営企業会計引継金                              　11,600

計 115,309 4,470 119,779 



（款）   5. 町債 （項）   1. 町債 単位：千円

節
目 補 正 前 の 額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 衛生債 22,400 △1,300 21,100   2. 公営企業会計適用 △1,300 公営企業会計適用債減

債

計 22,400 △1,300 21,100 



３  歳　出

（款）   1. 事業費 （項）   1. 管理費 単位：千円

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 管理費 53,364 △1,791 51,573 △1,300 △491   3. 職員手当等 12 超過勤務手当

 11. 役  務  費 △155 手数料

 12. 委  託  料 △1,612 水道電算業務委託料減          　△19

九度山町簡易水道施設管理委託料減

                              　△54

九度山町簡易水道検針業務委託料減

                             　△259

公営企業会計システム導入業務委託料減

                           　△1,280

 18. 負担金補助 △36 県水道協会負担金減

及び交付金

計 53,364 △1,791 51,573 △1,300 △491 

（款）   3. 予備費 （項）   1. 予備費

  1. 予備費 500 11,600 12,100 11,600 

計 500 11,600 12,100 11,600 



  (1)　総　　括

　 　ア　会計年度任用職員以外の職員

給　与　費　明　細　書

職 員 数 給     与     費

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 1 4,484 2,180 6,664 1,358 8,022

補 正 前 1 4,484 2,168 6,652 1,358 8,010

比 較 12 12 12

区    分
扶 養 手 当
（千円）

住 居 手 当
（千円）

特殊勤務手当
（千円）

超過勤務手当
（千円）

宿 日 直 手 当
（千円）

期 末 手 当
（千円）

補　正　後 70 985

補　正　前 58 985

比      較 12

区    分
勤 勉 手 当
（千円）

通 勤 手 当
（千円）

管 理 職 手 当
（千円）

児 童 手 当
（千円）

合    計
（千円）

補　正　後 821 28 276 2,180

補　正　前 821 28 276 2,168

比      較 12

区      分
共  済  費 合    計

備    考特別職 一般職 報    酬 給    料 職 員 手 当 計

職 員 手 当

の  内  訳



   (2)  給料及び職員手当の増減額の明細

   　ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　　分 増減額 増　減　事　由　別　内　訳 説　　　　　　　　明 備　　考

給料改定に伴う増減分

普通昇給に伴う増加分

昇給期間短縮に伴う増加分

その他の増減分

職員手当 12

制度改正に伴う増減分

その他の増減分 12 異動等その他によるもの

給　　料


